
請求申請受付期限のご案内

交付額確定済みの申請者様は、令和8年7月31日（金）までに
請求申請を完了する必要がございますので、

期日までにご対応をお願いします。

※上記期日までに完了いただけない場合、当該補助金に係る交付決定を
取消しする場合がございますので、至急請求申請をお願いします。

手順の詳細は、システム利用手順書の「STEP3 請求申請」をご確認ください。

令和７年度補正予算被害者保護増進等事業費補助金事務局

お問合せ先：03-4446-4346
受付時間：9:00~18:00

 ※土曜、日曜、祝日及び年末年始を除く

※電話番号はお間違いのないようにお願いいたします。(通話料がかかります)
恐れ入りますが、一度かけて繋がらない場合は時間をずらしておかけいただくようお願いいたします。
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